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① 事業主として初めての被保険者資格取得届を行う場合。

② 被保険者資格取得届の提出期限（上記参照）を過ぎて提出される場合。

③ 過去 3年間に事業主の届出に起因する不正受給があった場合。

④ 労働保険料を滞納している場合。

⑤ 著しい不整合がある届出の場合。

⑥ 雇用保険法その他労働関係法令に係る著しい違反があった事業主による届出

の場合。

第５ 被保険者についての諸手続

雇用保険の適用事業所に雇用される労働者は、正社員、準社員、パート・アルバイ

ト等の呼称にかかわらず、原則として、被保険者となります。

これらの労働者は、原則として、その適用事業所に雇用される日から被保険者資格

を取得し、離職等となった日の翌日から被保険者資格を喪失します。

これら被保険者に関する手続は、すべて適用事業所の所在地を管轄する公共職業安

定所で行っています。

・ 提出書類･････「雇用保険被保険者資格取得届」または「雇用保険被保険者資格取

得届（連記式）」（新規に同一日で被保険者番号を複数取得し、かつ

一定規模の被保険者資格を取得する場合）

・ 提出期限･････雇用した日の属する月の翌月 10 日まで

・ 提出先･･･････事業所の所在地を管轄する公共職業安定所

※ ①～⑥に該当する場合には、賃金台帳、労働者名簿、出勤簿(タイムカード等)、

その他社会保険の資格取得関係書類等その労働者を雇用したこと及びその年月

日が明らかなもの、有期契約労働者である場合には、書面により労働条件を確

認できる就業規則、雇用契約書等の添付が必要です。

※ 株式会社等の取締役等であって従業員としての身分を有する者、事業主と同

居している親族、在宅勤務者についての届出である場合には、雇用関係を確認

するための書類の提出が必要です。

※ 社会保険労務士、労働保険事務組合を通じて提出される場合には、次のいずれ

かに該当する場合のみ、添付書類が必要となります。

① 届出期限を著しく（原則として６か月）徒過した場合

② 公共職業安定所において、届出内容を確認する必要がある場合

１ 被保険者となる労働者を新たに雇用したとき
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雇 用 保 険 被 保 険 者 資 格 取 得 届 の 記 入 例

2｢被保険者番号｣

・被保険者番号に記載

されている番号を記

入 して くだ さい 。

（「０」も省略しな

い。）

・昭和５６年７月６日

以前に交付されてい

る被保険者証の場合

は下段１０桁のみ記

入してください。

・まだ被保険者証の交

付を受けていない場

合は記入しないでく

ださい。

4｢被保険者氏名｣

・被保険者証の交付を

受けている場合は被

保険者証に記載され

ているとおり記入し

てください。

・カタカナで姓と名の

間を１枠空けて記入

してください。

5｢変更後の氏名｣

・被保険者証の氏名と

現在の氏名とが異

なっている場合に

記入してください。

・カタカナで姓と名の

間を１枠空けて記

入してください。

・この欄に氏名を記入

した場合は改めて

氏名変更届を提出

する必要はありま

せん。

8｢事業所番号｣

・｢０｣も省略せず、１１の枠

すべて記入してください。

10｢賃金｣

・賃金月額は、賞与

その他臨時の賃

金を除いた採用

時に定められた

賃金のうち、毎月

きまって支払わ

れるべき賃金の

月額(支払総額)を

千円単位(千円未

満四捨五入)で記

入してください。

15｢１週間の所定労働時間｣

・被保険者の種類を問わず記入して

ください。

3｢取得区分｣

・被保険者証の交付を受けていない者と被保険

者でなくなった最後の日から７年以上経過し

ている者は「新規」。

・被保険者証の交付を受けている者は「再取得」。

7｢生年月日｣

・７つの枠すべて記入してく

ださい。(年月日が１桁の

場合はそれぞれ０を付加

して２桁で記入してくだ

さい。)

11｢資格取得年月日｣

・原則として雇い入れた日(雇用

関係に入った最初の日)を記入

してください。

・試用期間中、研修期間中等の労

働者も被保険者となりますの

で、試用期間、研修期間等とし

て就労した最初の日を記入し

てください。

12｢雇用形態｣

・登録型派遣の場合は「２」、短時間

労働者（週の所定労働時間が 30

時間未満の者）に該当する場合は

｢３｣、有期契約労働者（登録型派

遣及びパートタイムを除く）に該

当する場合は「４」、船員は「６」

と記入してください。

なお、常用型派遣の場合は「７」

（その他）と記入してください。

13「職種」

164 ページを参照のうえ

記入してください。

17～22 欄は、被保険者が外国人の場合のみ記載してください。

・「外交」又は「公用」の在留資格の者及び特別永住者を除く外国人労働者を雇用する場合、記入することによって、外国人雇用状況の届出をすることが

できます。

・被保険者になるか否かの判断については、29、30 ページ参照。

1「個人番号」

・被保険者の個人番号を記入してください。
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【雇用保険被保険者資格取得届（連記式）総括票】

雇用保険被保険者資格取得届（連記式）の記入例

3｢資格取得年月日｣

・原則として雇い入れた日(雇

用関係に入った最初の日)

を記入してください。

・試用期間中、研修期間中等

の労働者も被保険者となり

ますので、試用期間、研修

期間等として就労した最初

の日を記入してください。

5｢雇用形態｣

・登録型派遣の場合は「２」、短時

間労働者（週の所定労働時間が

30 時間未満の者）に該当する場

合は｢３｣、有期契約労働者（登

録型派遣及びパートタイムを除

く）に該当する場合は「４」、船

員は「６」と記入してください。

なお、常用型派遣の場合は「７」

（その他）と記入してください。

6「職種」

164 ページを参照のう

え記入してください。

4｢被保険者となっ

たことの原因｣

・該当するものの番

号を記載してく

ださい。

9｢１週間の所定労

働時間｣

・被保険者の種類を

問わず記入して

ください。

11｢届出被保険者数｣

「個人別票枚数」

・届出に係る被保険

者数と個人別票の

枚数を記載してく

ださい。
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【雇用保険被保険者資格取得届（連記式）個人別票】

※ 「雇用保険被保険者資格取得届（連記式）総括票」と「雇用保険被保険者資格取

得届（連記式）個人別票」は合わせてご使用いただくものです。

1｢事業所番号｣

・総括票の 2 欄に記載した事業所番号と同じ事業所

番号を記載してください。

3､19､35｢被保険

者氏名（カタ

カナ）｣

・氏名をカタカ

ナで記載し、

姓と名の間は

１枠空けてく

ださい。

8～13、24～29、

40～45 欄は、被

保険者が外国人

の場合のみ記載

してください。

5､21､37「生年月日」

・元号の該当するものの

番号を記載し、年月日

の年、月又は日が１桁

の場合はそれぞれ 10

の位の部分に「0」を

付加して 2桁で記載し

てください。

6､22､38「賃金」

・総括票の 3 欄に記載し

た資格取得年月日現

在における支払の態

様及び賃金月額を記

載してください。

2、18、34「個人

番号」

・被保険者の個人

番号を記載し

てください。
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(1) 離職票の交付を希望しないとき

・ 提出書類･･････「雇用保険被保険者資格喪失届」

・ 提出期日･･････被保険者でなくなった日の翌日から 10 日以内

・ 提出先････････事業所の所在地を管轄する公共職業安定所

・ 持参するもの･･労働者名簿、賃金台帳、出勤簿（タイムカード）、雇用契約書

など

(2) 離職票の交付を希望するとき（※59 歳以上の離職者は本人が希望するしないに

かかわらず必ず離職票の交付が必要です。）

・ 提出書類･･････「雇用保険被保険者資格喪失届」

「雇用保険被保険者離職証明書」（３枚１組）

・ 提出期日･･････被保険者でなくなった日の翌日から 10 日以内

・ 提出先････････事業所の所在地を管轄する公共職業安定所

・ 持参するもの･･労働者名簿、出勤簿（タイムカード）、賃金台帳、辞令及び他の

社会保険の届出（控）、離職理由の確認できる書類（就業規則、

役員会議事録など）。

２ 離職等により被保険者でなくなったとき

① 被保険者資格の要件を満たさなくなったとき。

② 被保険者が法人の役員に就任したとき。（ただし、公共職業安定所において兼務役

員として認められた場合を除く。）

③ 被保険者として取り扱われた兼務役員が、従業員としての身分を失ったとき。

④ 他の事業所へ出向したとき。

⑤ 被保険者が死亡したとき。

「資格喪失届」は以下のような場合でも提出してください。

事業主の皆様からの届出が遅れたり、怠ったりした場合には、そのまま離職された方への

離職票の交付が遅れることとなるため、離職者本人が雇用保険を受給するに当たり、極めて

不利益な状況が生じることとなります。

必ず期限内での届出をお願いします。

離職票の交付に係る注意！



36

雇 用 保 険 被 保 険 者 資 格 喪 失 届 の 記 入 例

4｢離職等年月
日｣

・事業所に籍
があった最
後 の 日 を

｢０｣も省略
せず６桁で
記入してく
ださい。

8｢補充採用予定の有
無｣
補充採用の予定が

あるようでした
ら、ぜひ安定所を
ご利用ください。

6｢離職票交付希望の
有・無｣

・ 被保険者でなくな
った者が、離職時に
おいて妊娠、出産、

育児、疾病、負傷等
の理由により一定
期間職業に就くこ

とができず、その後
に失業給付を受け
ようとする場合も

「１」を記入してく
ださい。

7｢１週間の所定労働
時間｣
・離職年月日現在の時

間を記入してくだ
さい。

10「個人番号」

・被保険者の

個人番号を

記入してく

ださい。
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離職証明書は、受給資格、給付金額、給付日数の決定の基礎となる重要なものですので、誤

った届出がされることのないよう記入していただき、内容については必ず離職者の確認をとっ

てください。

特に、⑦欄に記入した離職の理由は、退職する日までに、離職者本人に見せ、⑯欄（離職者

の判断）の該当する事項に○を記入の上、記名押印又は自筆による署名をしていただくように

してください。

なお、記入の方法については離職証明書の用紙とともに公共職業安定所で資料を配布してい

ますのでご確認下さい。

[注意事項］

２枚目（安定所提出用）には離職者の確認等が必要な箇所が２箇所ありますので、注意して

ください。これ以外の記載項目は通常 3 枚複写中 1 枚目の事業主控を記載することで複写され

ます。

雇 用 保 険 被 保 険 者 離 職 証 明 書 の 様 式 例

⑮欄
離職者に⑦欄以外の証明書の記載内容

を確認してもらい、記名押印又は自筆

による署名のいずれかにより記載させ

て下さい。
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⑯欄
⑦欄に記載した離職理由について、離職者に確認させた

上で該当する事項を○で囲ませ、記名押印又は、自筆によ

る署名のいずれかにより記載させて下さい。
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雇用保険被保険者離職証明書（用紙左側部分）の記入例

①｢被保険者番号｣、②「事業所番号」

・資格取得等確認通知書から正確に転記してください。

⑬｢備考｣

・参考事項を記入してく

ださい。

例えば、賃金未払、休

業、賃金締切日変更等。

⑮｢署名捺印｣

・離職者に記載内容を確認させたうえ署名捺印させてください。

なお、本人の捺印がとれないときは、その理由を記載し事業主

印を押印してください。
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⑪「⑩の基礎日数」

・⑩の期間に賃金支払いの基礎となった日数を記入してください。（有給休暇も算入し、半日でも１日として計算します。）

⑫｢賃金額｣

Ａ欄…賃金が月または週等により定められている場合。

Ｂ欄…賃金が日、時間、出来高による場合にそれぞれ記入してください。

なお、月決め手当と日給と両方ある場合は、ＡＢ欄に区別して記入し、ＡＢ欄の合計額を計欄に記入してください。

⑨「⑧の期間における賃金支払基礎日数」

・⑧の期間に賃金支払の基礎となった日数を記入してください。(有給休暇も算入し、半日でも 1 日として計上します。)

⑧「被保険者期間算定対象期間」

Ａ 一般被保険者等・・・一般被保険者又は高年齢継続被保険者

ア 「離職日の翌日」欄には、④欄の翌日を記入してください。

イ 左側の月日欄には、離職日の属する月から遡った各月における「離職日の翌日」に応当する日を記入してください。も

し、応答日がない場合は、その月の末日を記入してください。

ウ 右側の月日欄には、離職日に応当する日を記入してください。もし応当する日がない場合は、その月の末日又は末日の

前日を記入してください。

エ 離職日以前 2 年間（高年齢継続被保険者の場合は１年間）について（24 段まで）記入しますが、⑨欄の日数が 11 日以

上の欄が 12 段以上（高年齢継続被保険者の場合は６段以上）あればそれ以前の期間は省略できます。

また、疾病、傷病等で 30 日以上賃金の支払を受けることができなかった場合は、最大離職日以前 4 年の期間を記入で

きる場合があります。

なお、一葉に書ききれない場合は、「続紙」として別葉に記入してください。

Ｂ 短期雇用特例被保険者

離職した月から順次さかのぼって暦月を記入してください。

⑩｢賃金支払対象期間｣

・賃金締切日の翌日から賃金締切日まで記入してください。

・離職日以前 2 年間を記入します。ただし、完全月（例 1 月 21 日～2 月 20 日）で⑪欄の基礎日数 11 日以上が、6 段以上記

入があればそれ以前は省略できます。

なお、労働者が船員の場合で、乗船・下船時等で大きく変動する賃金が定められている場合は、完全月で⑪欄の基礎日数

11 日以上が 12 段必要な場合があります。

⑭｢賃金に関する特記事項｣

・毎月決まって支払われる賃金以外の賃金のうち、３か月以内の期間ごとに支払われるもの(以下「特別の賃金」という。)

がある場合に、⑧欄に記載した期間内に支払われた特別の賃金の支給日、名称および支給額を記入してください。

なお、記入しない場合には斜線を引いてください。

※賃金の解釈については、63 ページ参照
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雇用保険被保険者離職証明書（用紙左側部分）記入例（１）

1 枚の離職証明書に記載できない場合

［例示説明］
離職の日以前 2 年間に賃金支払基礎日数（⑨欄）11 日以上の月が 12 か月（⑧○Ａ欄）以上必要です。
1 枚の離職証明書で⑧⑨欄、基礎日数 11 日以上の月が 12 か月とれれば１枚だけで足りますが、とれない場合

は 2 枚の離職証明書になります。
2 枚の離職証明書となる場合は、2 枚目の離職証明書右上に「続紙」と記入してください。
また、「続紙」として使用する離職証明書の記入は、①～④欄、事業主証明欄、⑧～⑭欄について記入してくだ

さい。
［記入留意事項］

週 5 日 1 日 5 時間勤務 時間給 800 円

続 紙 あ り

④

離 職

年 月 日

平成
年月日

⑬

備 考

9月1日 A

8月1日 ～ 20 日 ～ 20 日

7月1日 ～ 月 20 日 ～ 20 日

6月1日 ～ 月 20 日 ～ 20 日

5月1日 ～ 月 22 日 ～ 22 日

4月1日 ～ 月 21 日 ～ 21 日

3月1日 ～ 月 22 日 ～ 22 日

2月1日 ～ 月 11 日 ～ 日

1月1日 ～ 月 18 日 ～ 日

12月1日 ～ 月 20 日 ～ 日

11月1日 ～ 月 9 日 ～ 日

10月1日 ～ 月 8 日 ～ 日

9月1日 ～ 月 20 日 ～ 日

8月1日 ～ 月 16 日 ～ 日

10月31日

9月30日

8月31日

12月31日

11月30日

2月29日

1月31日

4月30日 4月1日 4月30日 84,000

3月31日 3月1日 3月31日 88,000

6月30日 6月1日 6月30日 80,000

5月31日 5月1日 5月31日 88,000

7月31日 7月1日 7月31日 80,000

離 職 日 離職月 8月1日 離 職 日 80,000

⑧ 被保険者期間算定対象期間 ⑨
⑧の期間
における

賃金支払

基礎日数

⑩ ⑪
⑩ の

基 礎
日 数

⑫

A 一 般 被 保 険 者 等 B 短期

雇用特例

被保険者

賃 金 支 払 対 象 期 間 賃 金 額

離職日の翌日 B 計

雇用保険被保険者離職証明書（安定所提出用）

28 8 31

離 職 の 日 以 前 の 賃 金 支 払 状 況 等

続 紙

④
離 職

年 月 日

平成
年月日

⑬

備 考

月 日 A

月 日 ～ 日 ～ 日

7月1日 ～ 月 18 日 ～ 日

6月1日 ～ 月 19 日 ～ 日

～ 月 日 ～ 日

～ 月 日 ～ 日

離 職 の 日 以 前 の 賃 金 支 払 状 況 等

雇用保険被保険者離職証明書（安定所提出用）

28 8 31

⑧ 被保険者期間算定対象期間 ⑨
⑧の期間

における

賃金支払

基礎日数

⑩ ⑪
⑩ の
基 礎
日 数

⑫

A 一 般 被 保 険 者 等 B 短期

雇用特例

被保険者

賃 金 支 払 対 象 期 間 賃 金 額

離職日の翌日 B 計

離 職 日 離職月 離 職 日

7月31日

6月30日

続紙
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雇用保険被保険者離職証明書（用紙左側部分）記入例（２）

賃金締切日に変更があった場合

［例示説明］

５月２０日に賃金の締切を行った後、翌月の２０日に行われるべき次回の締切日が繰り上げられて、

当月以降末日となった場合。

［記入留意事項］

⑬欄の表示、⑩⑪⑫の各欄

［参考］

日給者 日額 8,000 円、残業手当有

⑫欄 主たる賃金が日を単位として算定されているため、賃金の総額を B 欄に記入してください。

④
離 職

年 月 日

平成
年月日

⑬

備 考

8月6日 A

7月6日 ～ 21 日 ～ 4 日

6月6日 ～ 月 17 日 ～ 20 日

5月6日 ～ 月 17 日 ～ 18 日

4月6日 ～ 月 21 日 ～ 8 日

3月6日 ～ 月 21 日 ～ 22 日

2月6日 ～ 月 18 日 ～ 16 日

1月6日 ～ 月 21 日 ～ 22 日

12月6日 ～ 月 16 日 ～ 20 日

11月6日 ～ 月 17 日 ～ 日

10月6日 ～ 月 17 日 ～ 日

9月6日 ～ 月 21 日 ～ 日

8月6日 ～ 月 21 日 ～ 日

～ 月 日 ～ 日

28 8 5

離 職 の 日 以 前 の 賃 金 支 払 状 況 等

⑧ 被保険者期間算定対象期間 ⑨
⑧の期間

における

賃金支払

基礎日数

⑩ ⑪
⑩ の
基 礎
日 数

⑫

A 一 般 被 保 険 者 等 B 短期

雇用特例

被保険者

賃 金 支 払 対 象 期 間 賃 金 額

離職日の翌日 B 計

7月5日 7月1日 7月31日 185,000

離 職 日 離職月 8月1日 離 職 日 37,000

6月5日 6月1日 6月30日 166,500

5月5日 5月21日 5月31日 74,000 賃金締切日変更

4月5日 4月21日 5月20日 203,500

3月5日 3月21日 4月20日 148,000

2月5日 2月21日 3月20日 203,500

1月5日 1月21日 2月20日 185,000

12月5日

11月5日

10月5日

9月5日
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雇用保険被保険者離職証明書（用紙左側部分）記入例（３）

賃金形態に変更があった場合

［例示説明］

８月分より月給制から日給制に切り替えた場合。

［記入留意事項］

⑨⑪欄および⑫の A、B 計欄

⑬欄の変更月に変更後の賃金形態を記入してください。

［参考］

7 月 26 日より賃金形態を月給から日給に変更

（変更前）月給者 月額 210,000 円、通勤手当 8,000 円、家族手当 10,000 円（7 月 25 日まで）

（変更後）日給者 日額 9,000 円、通勤手当 8,000 円、家族手当 10,000 円、残業手当有（7 月 26 日から）

④
離 職

年 月 日

平成
年月日

⑬

備 考

10月26日 A

9月26日 ～ 21 日 ～ 21 日 18,000

8月26日 ～ 月 21 日 ～ 21 日 18,000

7月26日 ～ 月 22 日 ～ 22 日 18,000

6月26日 ～ 月 30 日 ～ 30 日 228,000

5月26日 ～ 月 31 日 ～ 31 日 228,000

4月26日 ～ 月 30 日 ～ 30 日 228,000

3月26日 ～ 月 31 日 ～ 日

2月26日 ～ 月 29 日 ～ 日

1月26日 ～ 月 31 日 ～ 日

12月26日 ～ 月 31 日 ～ 日

11月26日 ～ 月 30 日 ～ 日

10月26日 ～ 月 31 日 ～ 日

～ 月 日 ～ 日

28 10 25

離 職 の 日 以 前 の 賃 金 支 払 状 況 等

⑧ 被保険者期間算定対象期間 ⑨
⑧の期間

における

賃金支払

基礎日数

⑩ ⑪
⑩ の
基 礎
日 数

⑫

A 一 般 被 保 険 者 等 B 短期

雇用特例

被保険者

賃 金 支 払 対 象 期 間 賃 金 額

離職日の翌日 B 計

月給制に切替

9月25日 8月26日 9月25日 197,000 215,000

離 職 日 離職月 9月26日 離 職 日 197,000 215,000

8月25日 7月26日 8月25日 207,500 225,500

7月25日 6月26日 7月25日 228,000

6月25日 5月26日 6月25日 228,000

5月25日 4月26日 5月25日 228,000

4月25日

3月25日

2月25日

1月25日

12月25日

11月25日
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雇用保険被保険者離職証明書（用紙左側部分）記入例（４）

離職日の翌日に応当する日が各月にない場合

［例示説明］

離職日の翌日に応答する日が各月にない場合。

［記入留意事項］

⑧欄の A および⑨欄

⑧欄の A の左側月日欄は、「離職日の翌日に応当する日（喪失応当日）」を記入するが、応当する日

がない月においては、その月の末日を記入してください。

したがって、暦の大の月の３０日に離職した場合はすべてこの取扱いになります。

［参考］

日給者 日額 6,000 円、特殊作業手当日額 100 円、残業手当有

⑨、⑪欄 賃金支払基礎日数には有給休暇の日数も算入されます。

（例示：6 月 21 日～7 月 20 日 基礎日数 24 日＝働いた日 23 日＋有給 1 日）

⑫欄 月を単位として支払われるものがないため、賃金の総額を B 欄に記入してください。

④
離 職

年 月 日

平成
年月日

⑬

備 考

10月31日 A

9月30日 ～ 20 日 ～ 6 日

8月31日 ～ 月 22 日 ～ 21 日

7月31日 ～ 月 21 日 ～ 24 日

6月30日 ～ 月 25 日 ～ 18 日

5月31日 ～ 月 21 日 ～ 24 日

4月30日 ～ 月 19 日 ～ 21 日

3月31日 ～ 月 21 日 ～ 18 日

2月29日 ～ 月 21 日 ～ 日

1月31日 ～ 月 19 日 ～ 日

12月31日 ～ 月 17 日 ～ 日

11月30日 ～ 月 22 日 ～ 日

10月31日 ～ 月 24 日 ～ 日

～ 月 日 ～ 日

28 10 30

離 職 の 日 以 前 の 賃 金 支 払 状 況 等

⑧ 被保険者期間算定対象期間 ⑨
⑧の期間

における

賃金支払
基礎日数

⑩ ⑪
⑩ の
基 礎
日 数

⑫

A 一 般 被 保 険 者 等 B 短期
雇用特例

被保険者

賃 金 支 払 対 象 期 間 賃 金 額

離職日の翌日 B 計

9月29日 9月21日 10月20日 167,475

離 職 日 離職月 10月21日 離 職 日 47,850

8月30日 8月21日 9月20日 191,400

7月30日 7月21日 8月20日 143,550

6月29日 6月21日 7月20日 191,400

5月30日 5月21日 6月20日 167,475

4月29日 4月21日 5月20日 143,550

3月30日

2月28日

1月30日

12月30日

11月29日
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雇用保険被保険者離職証明書（用紙左側部分）記入例（５）

日給月給者で欠勤があり賃金が減額された場合

［例示説明］

月間全部を基本給の支払い対象とする月給制で、欠勤するとその日の分の基本給が減額される場合。

７月 20 日～７月 24 日の５日間欠勤したため、賃金が事業所の就業規則に基づき、その日数分の賃金

が減額された場合、基礎日数も５日減ぜられる。

［記入留意事項］

７月に５日間欠勤があるので、７月の⑨⑪欄の日数歴日数から５日を除いた日数を記載し、⑫欄に

は減額後の賃金額を記載してください。

［参考］

日給月給者 月額 250,000 円

④
離 職

年 月 日

平成
年月日

⑬

備 考

10月1日 A

9月1日 ～ 30 日 ～ 30 日 250,000

8月1日 ～ 月 31 日 ～ 31 日 250,000

7月1日 ～ 月 26 日 ～ 26 日 209,677

6月1日 ～ 月 30 日 ～ 30 日 250,000

5月1日 ～ 月 31 日 ～ 31 日 250,000

4月1日 ～ 月 30 日 ～ 30 日 250,000

3月1日 ～ 月 31 日 ～ 日

2月1日 ～ 月 29 日 ～ 日

1月1日 ～ 月 31 日 ～ 日

12月1日 ～ 月 31 日 ～ 日

11月1日 ～ 月 30 日 ～ 日

10月1日 ～ 月 31 日 ～ 日

～ 月 日 ～ 日

28 9 30

離 職 の 日 以 前 の 賃 金 支 払 状 況 等

⑧ 被保険者期間算定対象期間 ⑨
⑧の期間

における

賃金支払

基礎日数

⑩ ⑪
⑩ の
基 礎
日 数

⑫

A 一 般 被 保 険 者 等 B 短期

雇用特例

被保険者

賃 金 支 払 対 象 期 間 賃 金 額

離職日の翌日 B 計

５日間欠勤

8月31日 8月1日 8月31日

離 職 日 離職月 9月1日 離 職 日

7月31日 7月1日 7月31日

6月30日 6月1日 6月30日

5月31日 5月1日 5月31日

4月30日 4月1日 4月30日

3月31日

2月29日

1月31日

12月31日

11月30日

10月31日
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雇用保険被保険者離職証明書（用紙左側部分）記入例（６）

日給月給者で欠勤があり賃金が減額された場合

［例示説明］

土曜日、日曜日及び祝日の勤務を要しない日は、基本給の支給対象としない月給制。8 月 24 日～8

月 26 日の 3 日間欠勤したため、賃金が事業所の就業規則等に基づき減額された場合、基礎日数も 3

日減ぜられる。

［記入留意事項］

⑨⑪欄には、土日祝日及び欠勤日を除いた日数を記載し、⑫欄には減額後の賃金額を記載してくだ

さい。

［参考］

日給月給者 月額 150,000 円、皆勤手当 10,000 円

④
離 職

年 月 日

平成
年月日

⑬

備 考

11月1日 A

10月1日 ～ 21 日 ～ 5 日 31,250

9月1日 ～ 月 19 日 ～ 19 日 160,000

8月1日 ～ 月 18 日 ～ 19 日 143,750

7月1日 ～ 月 22 日 ～ 20 日 137,500

6月1日 ～ 月 22 日 ～ 20 日 160,000

5月1日 ～ 月 18 日 ～ 23 日 160,000

4月1日 ～ 月 21 日 ～ 17 日 160,000

3月1日 ～ 月 22 日 ～ 日

2月1日 ～ 月 20 日 ～ 日

1月1日 ～ 月 20 日 ～ 日

12月1日 ～ 月 19 日 ～ 日

11月1日 ～ 月 18 日 ～ 日

～ 月 日 ～ 日

28 10 31

離 職 の 日 以 前 の 賃 金 支 払 状 況 等

⑧ 被保険者期間算定対象期間 ⑨
⑧の期間

における

賃金支払

基礎日数

⑩ ⑪
⑩ の
基 礎
日 数

⑫

A 一 般 被 保 険 者 等 B 短期
雇用特例

被保険者

賃 金 支 払 対 象 期 間 賃 金 額

離職日の翌日 B 計

8/26欠勤

9月30日 9月26日 10月25日

離 職 日 離職月 10月26日 離 職 日

8月31日 8月26日 9月25日

7月31日 7月26日 8月25日 8/24,8/25欠勤

6月30日 6月26日 7月25日

5月31日 5月26日 6月25日

4月30日 4月26日 5月25日

3月31日

2月29日

1月31日

12月31日

11月30日
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雇用保険被保険者離職証明書（用紙左側部分）記入例（７）

疾病により引き続き 30 日以上賃金支払がなかった場合

［例示説明］

疾病により引き続き 30 日以上賃金支払がなかった場合。

［記入留意事項］

⑬欄の記入、⑧～⑫欄（全く賃金支払のなかった期間分の記入は必要ありません。）

疾病により引き続き 30 日以上賃金支払がなかった場合、賃金支払がなかった期間およびその日数

並びに原因となった疾病名等を記入してください。

※その事実を証明する医師の診断書（写しで可）等を添付してください。

［参考］

日給者

離職の日以前 2 年間又は 1 年間に①疾病、②負傷、③事業所の休業、④出産、⑤事業主の命による

外国における勤務等の理由で引き続き 30 日以上賃金の支払を受けることができなかった場合（※注）

は、賃金の支払を受けることができなかった日数を加算した期間（最高４年間）について上記の例の

ように⑧～⑫欄に記入する。

※注 同一の理由により賃金の支払を受けることができなかった期間が途中で中断し、その期間が 30

日未満である場合は、期間の日数を加算することができる場合がありますので、ハローワークに

確認して下さい。

④
離 職

年 月 日

平成
年月日

⑬

備 考

10月20日 A

9月21日 ～ 7 日 ～ 7 日

12月21日 ～
月 18 日

～
18 日

11月21日 ～ 月 20 日 ～ 20 日

10月21日 ～ 月 17 日 ～ 17 日 交通事故による

9月21日 ～ 月 21 日 ～ 21 日

8月21日 ～ 月 18 日 ～ 18 日

7月21日 ～ 月 22 日 ～ 22 日

6月21日 ～ 月 21 日 ～ 日

5月21日 ～ 月 22 日 ～ 日

4月21日 ～ 月 20 日 ～ 日

3月21日 ～ 月 22 日 ～ 日

2月21日 ～ 月 18 日 ～ 日

1月21日 ～ 月 20 日 ～ 日

28 10 20

離 職 の 日 以 前 の 賃 金 支 払 状 況 等

⑧ 被保険者期間算定対象期間 ⑨
⑧の期間
における

賃金支払

基礎日数

⑩ ⑪
⑩ の
基 礎
日 数

⑫

A 一 般 被 保 険 者 等 B 短期
雇用特例

被保険者

賃 金 支 払 対 象 期 間 賃 金 額

離職日の翌日 B 計

251日間

自.28.1.18～

1月20日 12月21日 1月20日
100,800 至.28.9.24の

離 職 日 離職月 9月21日 離 職 日 39,200

12月20日 11月21日 12月20日 112,000

傷病のため欠勤

11月20日 10月21日 11月20日 95,200

10月20日 9月21日 10月20日 117,600

9月20日 8月21日 9月20日 100,800 賃金支払なし

8月20日 7月21日 8月20日 123,200

7月20日

6月20日

5月20日

4月20日

3月20日

2月20日

H27 H28 H27 H28
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雇用保険被保険者離職証明書（用紙左側部分）記入例（８）

休業手当の支払があった場合

［例示説明］
事業主の都合により休業が実施され、労働基準法第２６条による休業手当が支払われた場合。

［記入留意事項］
⑬欄に「休業」の表示、休業日数、休業手当を記入してください。

事業主が⑩欄に期間内の休業について雇用調整助成金の支給を受けているときは、⑬欄の余白部分に、
雇用調整助成金なら「雇調金」と記入し、合わせてその助成金の支給決定年月日も記入して下さい。
一日のうちの一部が休業した場合であって、休業した部分について休業手当が支給された場合は、休
業手当を除いた賃金額が平均賃金の 60％以上の場合には休業日数については記載の必要はありませ
ん（賃金＋休業手当額がその日の賃金となります。）。休業手当を除いた賃金額が平均賃金の 60％未満
の場合には、休業日数は 1 日とし、その日に支払われた休業手当＋賃金の額を⑬欄に記載してくださ
い。
月給者および月間全部を拘束する意味の月給者以外の月給者の方で、休業手当が支払われた日とそ

の直後の休業手当が支払われた日との間に就業規則等に規定された所定休日のみがある場合には、そ
の休日については休業期間中の所定休日として記入してください。

［参考］
日給者 日額 6,000 円
休業手当（労働基準法第２６条）
雇用調整助成金 2 回受給 支給決定年月日平成 28 年 7 月 24 日と平成 28 年 9 月 26 日の 2 回
使用者の責めに帰すべき事由による休業の場合において、使用者は、休業期間中当該労働者に、そ
の平均賃金の百分の六十以上の手当を支払わなければならないこととなっています。

④
離 職

年 月 日

平成
年月日

⑬

備 考

11月1日 A

10月1日 ～ 20 日 ～ 20 日

9月1日 ～ 月 17 日 ～ 17 日

8月1日 ～ 月 19 日 ～ 19 日

7月1日 ～ 月 22 日 ～ 22 日

6月1日 ～ 月 21 日 ～ 21 日

5月1日 ～ 月 20 日 ～ 20 日

4月1日 ～ 月 20 日 ～ 日

3月1日 ～ 月 22 日 ～ 日

2月1日 ～ 月 18 日 ～ 日

1月1日 ～ 月 18 日 ～ 日

12月1日 ～ 月 21 日 ～ 日

11月1日 ～ 月 20 日 ～ 日

～ 月 日 ～ 日

28 10 31

離 職 の 日 以 前 の 賃 金 支 払 状 況 等

⑧ 被保険者期間算定対象期間 ⑨
⑧の期間

における

賃金支払

基礎日数

⑩ ⑪
⑩ の
基 礎
日 数

⑫

A 一 般 被 保 険 者 等 B 短期

雇用特例

被保険者

賃 金 支 払 対 象 期 間 賃 金 額

離職日の翌日 B 計

休業５日
18,000円

9月30日 9月1日 9月30日 102,000

離 職 日 離職月 10月1日 離 職 日 120,000

8月31日 8月1日 8月31日 102,000

休業３日
10,800円

7月31日 7月1日 7月31日 132,000

6月30日 6月1日 6月30日 118,800

5月31日 5月1日 5月31日 120,000

4月30日

3月31日

2月29日

1月31日

12月31日

28.7.24～28.9.26

11月30日 雇調金
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雇用保険被保険者離職証明書（用紙左側部分）記入例（９）

短期雇用特例被保険者の場合

［例示説明］

短期雇用特例被保険者が退職した場合。（資格取得日 28.5.10）

［記入留意事項］

⑨欄 一般被保険者の場合と異なり、暦月による賃金支払基礎日数を記入してください。

［参考］

日給者 日額 11,000 円

特例一時金の受給資格要件は、離職の日以前 1 年間に賃金支払の基礎になった日数が 11 日以上あ

る月が 6 か月以上あることとなっています。

④
離 職

年 月 日

平成
年月日

⑬

備 考

月 日 A

～ 13 日 ～ 13 日

～ 10 月 20 日 ～ 20 日

～ 9 月 21 日 ～ 21 日

～ 8 月 21 日 ～ 21 日

～ 7 月 21 日 ～ 21 日

～ 6 月 18 日 ～ 18 日

～ 5 月 13 日 ～ 13 日

～ 月 日 ～ 日

～ 月 日 ～ 日

～ 月 日 ～ 日

～ 月 日 ～ 日

～ 月 日 ～ 日

～ 月 日 ～ 日

28 11 20

離 職 の 日 以 前 の 賃 金 支 払 状 況 等

⑧ 被保険者期間算定対象期間 ⑨
⑧の期間

における
賃金支払

基礎日数

⑩ ⑪
⑩ の
基 礎
日 数

⑫

A 一 般 被 保 険 者 等 B 短期

雇用特例

被保険者

賃 金 支 払 対 象 期 間 賃 金 額

離職日の翌日 B 計

10月1日 10月31日 220,000

離 職 日 離職月 11月1日 離 職 日 143,000

9月1日 9月30日 231,000

8月1日 8月31日 231,000

7月1日 7月31日 231,000

6月1日 6月30日 198,000

5月1日 5月31日 143,000
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⑦「離職理由」、「事業主記入欄」

・離職者の主たる離職理由に該当

するものを「離職理由」の１～

５の中から１つ選び、「事業主記

入欄」の該当する□の中に○を

記入した上、「離職理由」の各項

目に記載箇所がある場合には、

空欄（例えば（定年 歳））には

該当する内容を記入し、選択項

目（例えば（教育訓練の有・無））

には該当する事項を○で囲んで

ください。

また、１～５に該当する離職理

由がない場合には、６の「その

他（１－５のいずれにも該当し

ない場合）」の□に○を記入し、

「（理由を具体的に）」に具体的

理由を簡潔に記入した上で、「具

体的事情記載欄（事業主用）」に

詳細な事情を記入してくださ

い。

「具体的事情記載欄（事業主用）」

・離職に至った原因とその経緯等の具体的事情を必ず、なるべく詳しく記入してください。

なお、離職理由が５(2)の「労働者の個人的な事情による離職」に該当する場合には、離職者から把握している範囲で可能な限り、離職に至った具体

的事情を記入してください。

雇用保険離職証明書（用紙右側部分）の記入例

⑯離職者本人の判断

・離職者が離職する日までに、必ず事業主の記入した離職理由を確認させ、離職者本人に、事業主が○をつけた離職理由に意義「有り・無し」のいず

れかを○で囲ませたうえ、記名押印又は自筆による署名のいずれかにより記入させてください。このとき、賃金計算等が未処理のため、まだ離職証

明書左側の各欄に記入されていない段階でもかまいません。なお、離職者が帰郷その他やむを得ない理由により記名押印又は自筆による署名を得る

ことができないときは、⑯欄にその理由を記入し、事業主印を押印してください。
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離職理由欄（⑦欄）の各項目の内容について
ここに記載した離職理由欄（⑦欄）の各項目の内容は、離職理由の判定にあたり、事業主が

主張する離職理由を把握するために便宜上分類したものであり、特定受給資格者等の判断基準

とは異なります。

離職理由の最終的な判定は公共職業安定所で行いますので、⑦欄の□の中に○を記入した離

職理由と異なる場合があります。特定受給資格者の判断基準については、公共職業安定所で配

付しているリーフレットをご覧ください。

1 1 の「事業所の倒産によるもの」

① 1(1)「倒産手続開始、手形取引停止による離職」

裁判所に対する破産の申立て、再生手続開始の申立て、更正手続開始の申立て、整理開始また

は特別清算開始の申立て、事業所の手形取引の停止等により事業所が倒産状態にあることまたは

所管官庁から長時間にわたる業務停止命令がなされたことといった勤務先の事情を考慮し離職

した場合がこれに該当します。なお、倒産等により解雇された場合は、４の（1）の解雇に該当

します。

【持参いただく資料】裁判所において倒産手続の申立てを受理したことを証明する書類など

② 1(2)「事業所の廃止又は事業活動停止後事業再開の見込みがたたないため離職」

事業所が廃止された場合、裁判上の倒産手続（上記①の手続）が執られていないが事業活動が

事実上停止し、再開の見込みがない場合、株主総会等において解散の議決がなされた場合等の事

業所が廃止状態にあることにより離職した場合がこれに該当します。

【持参いただく資料】解散の議決がなされた場合は、その議決が行われた議事録（写）など

2 2 の「定年によるもの」

① 2「定年による離職」

就業規則等により定められている定年により離職した者がこれに該当します。

なお、定年後の継続雇用が有期雇用により行われた場合であって、その有期契約期間の満了に

より離職した場合は下記３の①又は②に該当しますのでご注意ください。

3 3 の「労働契約期間満了等によるもの」

① 3(1)「採用又は定年後の再雇用等にあらかじめ定められた雇用期限到来による離職」

労働契約は１年単位でも、別途、あらかじめ雇用期間の上限（３年など）が定められており、

上限に達したことにより離職した場合をいいます。例えば、定年退職後、１年更新で 65 歳まで

の再雇用されることがあらかじめ定められており、65 歳に達したことに伴い離職した場合など

がこれに該当します。

② 3(2)「労働契約期間満了による離職」

労働契約期間満了とは、例えば契約期間が１年間といった期間の定めがある労働契約により雇

用されていた者が、契約期間が終了したことにより離職した場合をいいます（3（1）の「採用又

は定年後の再雇用等にあらかじめ定められた雇用期限到来による離職」の場合を除きます。）。

なお、一般労働者派遣事業に雇用される労働者のうち常時雇用される労働者以外の者の離職理

由の記載に当たり、②中、派遣就業とは、派遣労働者として雇用されているが、請負により行わ

れている事業に従事することを含みます。また、適用基準に該当する派遣就業とは、週の所定労

働時間が 20 時間以上の場合等をいいます。

【持参いただく資料】労働契約書、雇入通知書、契約更新の通知書など

③ 3(3)「早期退職優遇制度、選択定年制度等により離職」

従来から恒常的に事業所の制度としてある早期退職優遇制度や選択定年制に応募した場合、会

社における特定の事由による退職慣行等の理由により離職した場合がこれに該当します。

【持参いただく資料】制度の内容がわかる資料

④ 3(4)「移籍出向」

出向のうち適用事業に雇用される労働者が当該適用の事業主との雇用関係を終了する場合が

これに該当します。

【持参いただく資料】移籍出向の事実がわかる資料

4 4 の「事業主からの働きかけによるもの」

① 4(1)「解雇（重責解雇を除く。）」及び(2)の「重責解雇（労働者の責めに帰すべき重大な理由
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による解雇）」

事業主による解雇がこれらに該当し、重責解雇とは、刑法の規定違反、故意又は重過失による設

備や器具の破壊又は事業所の信用失墜、重大な就業規則違反等により解雇された場合がこれに該

当します。

【持参いただく資料】解雇予告通知書、退職証明書、就業規則など

② 4(3)「希望退職の募集又は退職勧奨」

企業整備等における人員整理等に伴う事業主（又は人事担当者）による退職勧奨、人員整理を目

的として臨時に募集される希望退職の募集に応じて離職する場合がこれに該当します。

【持参いただく資料】希望退職の募集に応じた場合には、希望退職募集要綱（写）、離職者の応募

の事実が分かる資料

5 5 の「労働者の判断によるもの」の（1）の「職場における事情による退職」

労働者の方が職場（事業所）における事情により離職をされた場合がこの区分に該当します。

① 5(1)①「労働条件に係る問題（賃金低下、賃金遅配、時間外労働、採用条件との相違等）が

あったと労働者が判断したため」

賃金の低下、賃金の一定割合が 2 か月以上支払われないなどの賃金遅配、事業停止に伴い休業手

当が継続して支払われること、過度な時間外労働など労働条件に重大な問題（実際の労働条件が

採用時に示された条件と著しく相違している場合を含む。）があったこと、又は事業所において危

険もしくは健康被害の発生するおそれのある法令違反等があり、行政機関の指摘にもかかわらず

改善措置を講じない等の理由により離職した場合がこれに該当します。

【持参いただく資料】労働契約書、給与明細書、賃金低下に関する通知書、口座振込日がわかる

預金通帳、タイムカード（写）等時間外労働がわかるものなど

② 5(1)②「就業環境に係る重大な問題（故意の排斥、嫌がらせ等）があったと労働者が判断し

たため」

上司や同僚等からの故意の排斥、著しい冷遇や嫌がらせ（セクシャルハラスメントを含む。）等、

就業環境に係る重大な問題があったため離職した場合がこれに該当します。

【持参いただく資料】特定個人を対象とする配置転換、給与体系等の変更の嫌がらせがあった場

合には、配置転換の辞令（写）、労働契約書など

③ 5(1)③「事業所での大規模な人員整理があったことを考慮した離職」

人員整理に伴い、当該事業所の労働者の 3 分の 1 を超える者が離職した場合、事業主が大量

離職届（１か月に 30 人以上の離職を予定）を公共職業安定所に提出しなければならないような

事業所の縮小が行われた場合又は行われることが確実であることといった職場の事情を考慮し

て離職した場合がこれに該当します。

④ 5(1)④「職種転換等に適応することが困難であったため」

長時間にわたり従事していた職種から事業主が十分な教育訓練を行うことなく別の職種へ配

置転換を行い新たな職種に適応できない場合や労働契約上、職種や勤務場所が特定されている

のにもかかわらず、他の職種への職種転換や遠隔地への転勤を命じられた場合等職種転換等に

適応することが困難であったため離職した場合がこれに該当します。

【持参いただく資料】採用時の労働契約書、職種転換、配置転換又は転勤の辞令（写）など

⑤ 5(1)⑤「事業所移転により通勤困難となった（なる）ため」

事業所移転により通勤困難となった（なる）ために離職した場合が該当します。

【持参いただく資料】事業所移転の通知、事業所の移転先が分かる資料及び離職者の通勤経路に

かかる時刻表など

6 5 の「労働者の判断によるもの」の(2)の「労働者の個人的な事情による退職（一身上の都合、

転職希望等）」

例えば、職務に耐えられない体調不良、妊娠・出産・育児・親族の介護等の家庭事情の急変、

自発的な転職等労働者の方が職場事情以外の個人的な事情一般のため離職した場合がこれに該当

します。

【持参いただく資料】退職願（写）等その内容が確認できる資料

7 6 の「その他（1－5 のいずれにも該当しない理由により離職した場合）」

上記 1～6のいずれにも該当しない理由による離職した場合がこれに該当します。

【持参いただく資料】その内容が確認できる資料
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公共職業安定所では、昭和 56 年からオンラインシステムを導入して雇用保険関係事

務を処理しており、資格取得等の手続時において、資格喪失等の手続を行うための書

類の記載内容の一部を印字してお渡ししております。

しかし、昭和 56 年以前に被保険者の資格取得等の手続を行われている方が資格喪失

等の手続をされる場合には、公共職業安定所に備え付けている様式またはハローワー

クインターネットサービスよりダウンロードした様式を使用していただくこととなり

ます。

・ 届出様式･････「雇用保険被保険者資格喪失届･氏名変更届」（移行処理用）

雇用保険被保険者資格喪失届として使用する場合の記載例

３ 昭和 56 年７月以前から被保険者となっている方の届出について

1「個人番号」

・被保険者の個人番号を記入してください。
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転勤とは、被保険者の勤務する場所が、同一の事業主の一の事業所から他の事業所

に変更される場合をいいます。また、単なる出張や一時的な駐在は転勤に該当しませ

ん。

・ 提出書類･･････「雇用保険被保険者転勤届」

・ 提出期日･･････事実のあった日の翌日から 10 日以内

・ 提出先････････転勤後の事業所の所在地を管轄する公共職業安定所

・ 持参するもの･･転勤前事業所に対し、すでに交付されている「雇用保険被保険者

資格喪失届・氏名変更届」

４ 被保険者が転勤したとき

雇用保険被保険者転勤届の記載例
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被保険者の氏名が変更した場合の届出となります。資格取得時に、公共職業安定所

から交付された「雇用保険被保険者資格喪失届・氏名変更届」を使用してください。

・ 提出書類･････「雇用保険被保険者氏名変更届」

・ 提出期日･････氏名を変更したそのつど速やかに

・ 提出先･･･････事業所の所在地を管轄する公共職業安定所

雇用保険被保険者氏名変更届の記載例

５ 被保険者が氏名を変更したとき
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雇用継続交流採用職員でなくなった場合の届出となります。

・ 提出書類･･････「雇用継続交流採用終了届」

・ 提出期日･･････雇用継続交流採用職員でなくなった日の翌日から 10 日以内

・ 提出先････････事業所の所在地を管轄する公共職業安定所

・ 持参するもの･･次の①～②

① 雇用継続交流採用職員でなくなったことの事実の分かる資料

② 雇用継続交流採用職員であった期間を証明することが分かる資料

雇用継続交流採用終了届の記載例

６ 被保険者が「国と民間企業との間の人事交流に関する法律」第 21 条第１項に

規定する雇用継続交流採用職員でなくなったとき



57

(1) 資格取得届、氏名変更届、転勤届を提出したとき

公共職業安定所からは、被保険者氏名や事業所番号等がハローワークシステムで印

字された「雇用保険被保険者資格取得等確認通知書（被保険者用）・雇用保険被保険者

証・雇用保険被保険者資格取得等確認通知書（事業主通知用）・雇用保険被保険者資格

喪失届」（ミシン目の入っている１枚もの）をお渡しします。

上記の書類には、被保険者（本人）にお渡しいただく書類がありますので、大切に

保管するよう説明した上で、必ず被保険者本人にお渡しください。

7 被保険者関係の届出をしたときにお渡しするもの
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(2) 資格喪失届を提出したとき

公共職業安定所からは、被保険者氏名や事業所番号等が印字された「雇用保険被保

険者資格喪失確認通知書（事業主通知用）・雇用保険被保険者資格喪失確認通知書（被

保険者通知用）」をお渡しします。

また、資格喪失と同時に離職票を発行する場合には、「雇用保険被保険者資格喪失確

認通知書（事業主通知用）・雇用保険被保険者離職票－1」および「雇用保険被保険者

離職票－2」をお渡しします。

被保険者（本人）にお渡しいただく書類は、速やかにお渡しください。
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Ａ 労働者が出向して、２以上の事業主と雇用関係ができたようなときは、その労働者が

生計を維持するに必要な主たる賃金を受ける一の雇用関係のみ被保険者として取り扱う

こととしています。（29ページ参照）

したがって、今回のケースは、賃金の４分の３を負担するＡ社が主たる事業主となり

ますので、引き続きＡ社の被保険者として取り扱うこととなります。ただし、この被保

険者が離職した場合には、被保険者となっているＡ社での賃金のみが、離職票の賃金に

記載されることとなります（Ｂ社の賃金は記載されません。）のでご注意ください。

○ 被保険者についての諸手続きに関するＱ＆Ａ

Ｑ 出向社員の取扱いは？

Ａ社では、このたび社員を系列のＢ社に出向させることになりました。賃金は月

給の４分の３をＡ社が負担し、残りの４分の１をＢ社が負担する予定です。

このような場合、社員は、どちらの被保険者となるのでしょうか。

出向の形態に合わせて、以下の２種類に分類しています。

● 移籍出向

出向元事業主との雇用関係を終了させて勤務する場合で、出向元の事業主を

離職し、出向先の事業主に新たに雇用されたものとして取り扱います。

● 在籍出向

出向元の事業主との雇用関係を継続させたまま出向先で勤務する場合で、出

向元と出向先の両事業所との間に雇用関係が生じることとなります。

雇用保険では、そのうち主たる雇用関係、すなわちその者が生計を維持する

ために必要な主たる賃金を受ける一の雇用関係についてのみ被保険者となり

ますのでご注意ください。

したがって、出向元で賃金が支払われる場合は原則として出向元の事業主の

雇用関係について、出向先で賃金が支払われる場合は原則として出向先の事業

主との雇用関係について、それぞれ被保険者資格を有することとなります。

【 参考 】 出向に関する雇用保険の取扱いについて

① 65 歳以上で在籍出向した場合は、出向元事業主との雇用関係に基づく被保険者

として取り扱いますので、賃金の支払いについては、できるかぎり出向元で集約

して取り扱われますようお願いします。

65 歳以上で在籍出向した場合はご注意ください！
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Ａ この場合の資格取得日は、４月１日となります。

資格取得届の「⑨欄被保険者となった年月日」の欄には、事業主と本人との間で契

約した最初に出勤すべき日（試用期間、研修期間も含みます。）を記入していただくこ

ととなります。特に、試用期間、研修期間、休日、祝日等がある場合には、間違いが

大変おこりやすくなっていますので、十分注意してください。

Ａ 適用事業に雇用される労働者が、事業主の命により外国で勤務するような場合であ

っても、日本国内の適用事業との雇用関係が存続している限り、引き続き被保険者と

して取り扱うこととなります。(30 ページ参照)

したがって、今回の場合には、本社から赴任する３名については、引き続き被保険

者として取り扱います。ただし、現地採用の１名については被保険者となりませんの

でご注意ください。

Ａ 「事業所別被保険者台帳」という請求のあった事業所に適用されている被保険者の

氏名や資格取得年月日が記載された台帳を提供いたします。

請求方法につきましては、事業所の所在地を管轄する公共職業安定所にお問い合わ

せください。また、社会保険労務士等を代理人として依頼することも可能です。

なお、事業所別被保険者台帳の提供については、依頼をいただいた後、一定の時間

をいただく場合がありますので、あらかじめご了承願います。

○ 被保険者に関する諸手続きＱ＆Ａ

Ｑ 外国で勤務する者の被保険者資格は？

当社では、このたび、アメリカのサンフランシスコに支店を開設することとなり

ました。当面、本社から３名を赴任させ、現地で１名を採用する予定です。

海外の事業所に勤務する者の被保険者資格について、どのような取扱いとなるか

教えてください。

Ｑ 雇用保険の加入状況について確認する方法は？

雇い入れている労働者について、雇用保険被保険者資格取得届の手続漏れがない

かを確認するためにはどうすればいいですか。

Ｑ 雇用保険被保険者資格の取得の年月日は？

当社では、４月１日付けで２名採用したのですが、今年は４月１日が日曜日であ

ったため、実際に出勤したのは４月２日となりました。

この場合の資格取得日について、どのような取扱いとなるか教えてください。
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2 年間

Ａ 事業主は、新たに従業員を雇用したときは、被保険者となった日の属する月の翌月

10 日までに雇用保険被保険者資格取得届を提出していただくことになっています。

この手続が何らかの理由で漏れていた場合には、過去に遡って確認を行うことにな

りますが、被保険者となった日が、被保険者であったことの確認が行われた日から 2

年より前であった場合には、その確認が行われた日の 2 年前の日とみなすこととして

います。（雇用保険法第 14 条）

例えば、平成 22 年 4月 1 日に雇い入れた者について、資格取得届の提出が漏れてい

たことがわかり、被保険者となったことの確認が、平成 25 年 4月 1 日になって行われ

た場合は、その 2 年前の日、すなわち平成 23年 4 月 1 日に被保険者となったものとみ

なします。

※ 1 2

※ 2 年を超える雇用保険の遡及適用について

事業主から雇用保険被保険者資格取得届を提出されていなかったために、雇用保険

に未加入とされていた方は、上記の図のとおり、被保険者であったことが確認された

日から 2年前まで雇用保険の遡及適用が可能となっております。

平成 22 年 10 月 1 日以降は、事業主から雇用保険料を天引きされていたことが賃金

台帳や給与明細書等の書類により確認された方については、2 年を超えて雇用保険の

遡及適用が可能となりましたので、対象の方がいらっしゃるような場合につきまして

は、管轄の公共職業安定所にご相談ください。

○ 被保険者に関する諸手続Ｑ＆Ａ

Ｑ 雇用保険の手続漏れがあった場合には？

雇い入れている労働者について、雇用保険の手続漏れがあった場合、遡って被保

険者資格取得届の手続を行うことができますか。

雇い入れ日

22 年 4月 1日

資格取得年月日

（被保険者となったとみなされる日）

23 年 4 月 1日

確認が行われた日

25 年 4月 1日
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Ａ 雇用保険被保険者証は、被保険者であった期間の通算や、被保険者種類の決定など、

適正な失業等給付を行うためのもので、被保険者ごとに固有の番号が付与されています

ので、本人が他の事業所へ転職した場合でも同じ番号を使用します。

このため、事業主の皆様におかれましては、労働者を雇用したときは、前職歴に注意

して、被保険者証の有無の確認を行っていただきますようお願いします。

具体的な今回のようなケースは、前の会社で交付を受けた被保険者番号と、現在の会

社で交付した被保険者番号とを確認して、違う番号であれば、本人の不利益となる場合

があることから、速やかに被保険者番号の統合をしていただく必要があります。

万一、本人が被保険者証を紛失したときは、巻末付録の様式「雇用保険被保険者証再

交付申請書」を提出して再交付手続を行うこともできます。

雇用保険被保険者証や被保険者番号について、不明な点等あれば、お気軽にお近くの

公共職業安定所までお問い合わせください。

Ａ 原則として、提出していただく必要があります。

平成 19 年の雇用保険法改正により、雇用保険の受給資格を得るために必要な被保険者

期間が離職理由によって異なることとなり、また、この離職理由については、直近の離

職理由を判定する取扱いとなったため、ごく短い期間の離職証明書であっても、離職者

の受給手続きに大きな影響を与える可能性があります。

また、明らかに受給資格がないと思われる離職票であっても、他の離職票をまとめる

ことにより受給資格を得られることがあるので、原則として、離職証明書の提出が必要

です。

なお、離職者が雇用保険の受給資格の決定を受ける際、必要な離職票の交付を受けて

いない場合には、公共職業安定所から事業主に対して、離職証明書の提出を求めること

がありますのでご注意ください。

Ｑ 離職証明書の提出は？

当社で勤務していた従業員が２か月で退職してしまいましたが、雇用保険を受給

する資格がないと思われるため、離職証明書を提出する必要があるのでしょうか。

Ｑ 雇用保険被保険者証とは？

従業員から、前の会社で交付を受けた被保険者証を持っていると聞きましたが、

現在の会社でも被保険者証を交付しています。注意事項があれば教えてください。

○ 被保険者に関する諸手続Ｑ＆Ａ


